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「行方市文化財」巡り旅85

　大宮神社の祭神は、武
たけみかづちのみこと

甕槌命と天
あ ま つ ひ こ ほ の に に ぎ の み こ と

津彦穂瓊々杵命の二神で、社
やしろ

の

由
ゆいしょえんかく

緒沿革によると、その創
そ う し

祀は元明天皇の和
わ ど う

銅６年以前にさかのぼる

と記録されています。

　元
げんりゃく

暦元（1184）年に、玉造城主が守護神・守護社として社殿を

造営して以来、代々の城主が篤
あつ

く崇
すうけい

敬し、祭典が続いてきました。現

在でも５月の大祭には、御
み こ し

輿を霞ヶ浦の水で清め町内を練り歩く神事

や、流
や ぶ さ め

鏑馬祭が行われています。

　大宮神社の本殿は、文
ぶんせい

政 10（1827）年９月に類
るいしょうかさい

焼火災によって

焼失してしまい、現在の社殿は、嘉
か え い

永３（1850）年に細谷忠良が

棟
とうりょう

梁となって再建・造営されたものです。建築様式は三
さんげんしゃながれづく

間社流造りで

神社の典型的な様式です。

　「常陸国風土記」の（二）の条に、堤
て が

賀の里に手
て が

鹿という佐
さ え き

伯が住

んでおり、その里の北に「香
かしまのみこがみのやしろ

島神子之社」があったと記
しる

されています

が、この社
やしろ

こそ香
か し ま

島神宮の分
ぶ ん し

祀であり、大宮神社ではないかと言われ

ています。
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－　まずはお電話を !　－

【問い合わせ】行方市消費生活センター　☎０２９１－３４－６４４６

【問】生涯学習課文化・社会教育グループ　☎ 0291-35-2111

スムーズに解約できない！通信販売の定期購入トラブル

【事例】

　SNS 上で「ダイエット効果のあるサプリメント、初回分 100 円！いつでも解約できる！」という広告を

見てお得だと思い申し込んだ。最近、２回目の商品が届き、効果を感じられなかったのでもう解約しようと

思った。自業者のサイトを見たところ「原則、解約は次回商品発送日の 10 日前までに電話のみ受付ける」

と記載されていた。事業者に電話をかけたが一向につながらない。どうすればいいか。

【解説】

　インターネット通販に関して、定期購入契約だが途中で簡単に解約できると思っていたところ、実は解約

にさまざまな条件が設けられていた、解約可能期間に事業者と連絡が取れないなど、スムーズに解約できな

いという相談が寄せられています。定期購入契約をする際、以下のポイントをしっかり確認しましょう。

　①「定期購入が条件となっていないか」「支払うこととなる総額はいくらか」など契約内容をしっかり確認

　②「解約・返品できるかどうか」「解約・返品できる場合の条件」など解約条件をしっかり確認

　③事業者に連絡した記録を残す

　事業者と連絡がとれず解約ができない、体に異変が生じた、高額な請求が来て困ってしまった場合には、

行方市消費生活センターに相談しましょう。

市指定有形文化財（建造物）

指定年月日：平成 26 年６月 26 日

所在地：玉造
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【問】麻生公民館　☎ 0299-72-1573

【後期講座】スマートフォン活用講座
を開催しました

　初の試みとなった麻生公民館のスマートフォン

活用講座。受講した皆さんは、全５回にわたり熱

心に取り組みました。

　スマートフォンの上手な使い方や便利な機能な

どを学び、開講前に来館して講師に指導を受ける

方の姿もありました。

　これを機に、家族や友人とのやりとりや趣味が

増えると喜ぶ声が聞かれました。

はい、こちら行方市消費生活センター！
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